
議
会
事
務
局
告
示
第
四
号 

特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
年
広
島
県
条
例
第
三
十
八

号
）
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
議
会
議
員
が
招
集
に
応
じ
、
又
は
委
員
会
等
に
出
席
す
る
た
め
自

家
用
車
に
よ
り
旅
行
し
た
場
合
の
そ
の
他
の
交
通
費
の
額
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。 

な
お
、
平
成
二
十
年
議
会
事
務
局
告
示
第
四
号
（
特
別
職
の
職
員
等
の
給
与
、
旅
費
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
車
賃
の
額
）
は
、
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
議
会
議
長 

中 
 

本 
 

隆 
 

志 

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
つ
き
三
十
五
円
（
有
料
の
道
路
を
利
用
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
額
に
有
料
の

道
路
の
料
金
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
） 


